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子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
受
付

　

平
成
27
年
度
も
、
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
の
支
給
を
行
い
ま

す
。
今
年
度
は
、
対
象
児
童
1
人
に

つ
き
3
０
０
０
円
を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
…
基
準
日
（
５
月
31

　

日
）
時
点
で
、
平
成
27
年
６
月
分

　

の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
。

　

た
だ
し
、
児
童
手
当
の
所
得
制
限

　

を
超
え
て
い
る
方
（
特
例
給
付
）

　

は
支
給
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法
…
子
育
て
世
帯
臨
時
特

　

例
給
付
金
と
児
童
手
当
現
況
届
の

　

申
請
受
付
を
併
せ
て
行
う
予
定
で

　

す
。
該
当
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

　

６
月
中
旬
に
児
童
手
当
現
況
届
兼

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申

　

請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
児
童

　

手
当
現
況
届
提
出
期
間
中
に
提
出

　

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
請
受
付
期
間

　

当
市
に
児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

　

が
必
要
な
方
…
６
月
15
日
㈪
〜
30

　

日
㈫
／
そ
れ
以
外
の
方
…
６
月
15

　

日
㈪
〜
９
月
15
日
㈫

▼
申
請
先
…
伊
奈
庁
舎
１
階
「
２
つ

　

の
給
付
金
係
」
特
設
窓
口

▼
支
給
日
…
児
童
手
当
の
10
月
期
の

　

支
給
日
（
10
月
9
日
㈮
）

※
公
務
員
の
方
は
、
児
童
手
当
現
況

届
の
提
出
先
は
所
属
庁
で
す
が
、
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

先
は
市
区
町
村
に
な
り
ま
す
。

※
一
度
限
り
の
給
付
で
す
。

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
更
新
の
お
知
ら
せ

　
　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
中
に
手
当
を
受
け
る

資
格
を
確
認
す
る
た
め
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
６
月
中
旬
に
通
知

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認

の
上
、
６
月
末
日
ま
で
に
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
（
公
務
員
の
方
は
職
場

に
提
出
）。

　

な
お
、
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場

合
は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
提
出
の
ま

ま
２
年
経
過
す
る
と
受
給
資
格
が
な

    

２
つ
の
給
付
金
係
（
伊
奈
庁
舎
内
）　

☎

58
‐
２
１
１
１
／
「
厚
生
労
働
省
特
設
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
」
２
つ
の
給
付
金
専
用
ダ
イ

ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
‐
０
３
７
‐
１
９
２

問

　

  

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
福
祉
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
６
３
）

問

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
知
ろ
う
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
と

は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
12
桁

の
番
号
の
こ
と
で
す
。
平
成
28
年
１

月
か
ら
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対

策
の
行
政
手
続
き
で
使
用
が
は
じ
ま

り
ま
す
。
法
人
に
は
13
桁
の
番
号
が

指
定
さ
れ
、
官
民
問
わ
ず
自
由
に
使

用
で
き
ま
す
。

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
手
続
き
が
正
確
で
早
く
な
る
【
行

　

政
の
効
率
化
】

　

行
政
機
関
・
地
方
公
共
団
体
で
の

　

作
業
の
無
駄
が
削
減
さ
れ
、
手
続

　

き
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

②
面
倒
な
手
続
き
が
簡
単
に
【
国
民

　

の
利
便
性
の
向
上
】

　

申
請
時
に
必
要
な
課
税
証
明
な
ど

　

の
資
料
の
添
付
を
省
略
で
き
る
よ

　

う
に
な
り
ま
す
。

③
給
付
金
な
ど
の
不
正
受
給
の
防
止

　
【
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
】

　

行
政
機
関
が
国
民
の
所
得
な
ど
を

　

把
握
し
や
す
く
な
り
、
不
正
受
給

　

を
防
止
で
き
ま
す
。

　

  

内
閣
府
大
臣
官
房
番
号
制
度
担

当
室
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
‐
20
‐
０
１
７
８

問

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
出
生
・
転
入

を
し
た
方
で
、
児
童
手
当
の
手
続
き

が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る
と
、

遅
れ
た
月
分
の
手
当
が
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

※
今
年
度
に
つ
い
て
は
、
現
況
届
と

併
せ
て
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
」
の
申
請
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

７
月
か
ら
の
医
療
福
祉
費
受
給
者

証
は
、
６
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

現
在
使
用
し
て
い
る
医
療
福
祉
費
受

給
者
証
は
、
７
月
１
日
㈬
以
降
は
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
未
申
告
の
方
な
ど
、
平
成
26
年
に

お
け
る
所
得
の
確
認
が
と
れ
な
い
場

合
、
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
発
行

で
き
ま
せ
ん
。
所
得
の
確
認
が
と
れ

な
い
方
に
は
、
そ
の
旨
の
通
知
を
お

送
り
し
ま
す
。
医
療
福
祉
担
当
者
が

所
得
を
確
認
次
第
、
医
療
福
祉
費
受

給
者
証
を
発
行
し
ま
す
。

※
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
重
度
心
身

障
が
い
者
で
、
医
療
福
祉
制
度
（
マ

ル
福
）
該
当
の
方
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
移
行
し
な
い
と
受
給
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

  

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
８
９
）

問

〜
ひ
と
り
親
家
庭
・
重
度
障
が
い
者
・
65
歳
以
上
の
重
度
障
が
い
者
の
方
へ
〜

マイナンバーキャラクター
    マイナちゃん

　 公共施設利用料
中学生以下と 75 歳以上の方が無料に

　市では、７月１日から「元気な高齢者づく
り」と「子どもの体力向上」を目的に、市内
在住の 75歳以上の後期高齢者の方について
は、介護予防および健康増進による医療費の
削減や社会参加促進を目的として、公共施設
使用料の全額を免除します。 
　また、市内在住の中学生以下（15歳以下）
の子どもについては、健康増進と体力・運動
能力向上を目的として、さらに子育て世帯の
経済的負担を軽減するため、公共施設使用料
の全額を免除します。 詳細については、利
用する施設にお問い合わせください。  


